
 

10 月 19 日（水）、審議が大詰めを迎えている介護保険部会が開かれました。 
厚労省は新たな負担増を求める方向で、見直しの論点を示しました。多くの委員
から負担増に反対の意見が表明されました。 
 

 

 

○利用者負担割合については、軽度者の負担を引き上げるべき（財政審）との指摘があるがどのように考えるか？ 

○高額介護サービス費については、医療保険との整合性を考え、負担上限額 37200 円から 44400 円へ引き上げるべ

き（財政審）との指摘があるがどのように考えるか？ 

○補足給付の不動産勘案については、将来的な課題として検討を深めてはどうか？ 

 

〔利用料について〕 
●サービス抑制につながり重度化がすすむ。●｢介護離職ゼロ｣に逆行する。●軽度だから重度だからという

理由で負担割合を変えるのはおかしい。●現場職員のがんばりに水をさす。●軽度になれば自己負担が増

えるのでは自立支援の意識がなくなり、介護度が重くなる。●高齢で生活機能が衰えてくれば生活援助は必

要経費だ。年をとるなといっているに等しい。 

 

●持続性の確保が必要、利用者負担割合は原則 2 割にすべき。●現役世代並所得のある人は引き上げる

べき。●1.2 割や 1.5 割など負担割合の段階を増やしてはどうか●世代間、世代内の公平性を考えると引き

上げるべき。●区分支給限度額を下げるのはどうか？ 

 

〔高額介護サービス費について〕 
 

●高額介護サービス費は、医療と一緒に考えるのはおかしい。医療と介護ではサービスも使い方も違う。●

医療は治癒するが、介護は生活を支えているので長く続く、それを一緒に考えるのはおかしい。●医療も上

がったから、介護もあげるというのは根拠として乏しい。 

 

●高額介護サービス費は速やかに医療保険と合わせ引き上げるべき。●高額療養費も上がるのであれば、

高額介護サービス費もあげないと整合性がとれない。●持続性を考えるとすぐに引き上げるべき、高額療養

費がさらに上がるなら、その金額に合わせるべき。 

 

 

１1 月の 1 カ月間は「介護をよくするアクション月間」です。地域社保協とも連携しなが
ら、署名活動、宣伝・スタンディング、地域訪問、介護学習会・シンポジウム、「介護 110
番」、自治体との懇談など、創意工夫にあふれた取り組みを追求しましょう。 
 

 

 
 

 

 

 

 

2016 年１０月 日発行 NO.1８ 

｢社会保障の解体は許さない！憲法を守りいかす社会をつくろう！！」 

STOP！介護改悪 介護ウェーブ2016推進ニュース 

－介護の“Big Wave”を広げよう！－ 
 

今月末から事業所に届き始めます。学習会の資料にしたり、署名活動の時に配ったりして、政府が検討

している制度改悪の内容を広く知らせ、改悪中止を求める声をみんなで発信していきましょう。 



 

～引き続き各地の介護アクションのとりくみをご紹介します～

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせは、「介護ウェーブ

推進本部」事務局：東、小又 

TEL：03-5842-6451 

FAX：03-5842-6460  

E-mail：

min-kaigo@min-iren.gr.jp 

 

 
 

8/6（土）介護職部会 第 3 回介護ウェーブ行動を新前橋駅前

にて行いました。参加者は利根 2 名、北毛 2 名、群中 1 名、

はるな 3名、県連 1名の計 9 名での行動となりました。 

 

投票総数は 80 票 

「Yes」は 28 票 

「No 」は 52 票となりました。 

 

今回はスタンディング行動と、 

｢介護の仕事に就きたいですか?｣ 

という問いに対するシール投票を行いました。 

投票者から寄せられた主な意見としては、｢やってみたい。｣｢がんばってく

ださい｣｢責任感がないからダメです。｣｢常に話の分からない人とかかわる

のがイヤ｣｢給与が安いからイヤ。｣｢実際働いています｣｢人と話すのが苦

手。｣｢調理師にならなかったら考えます｣｢就職の際に子供の選択肢にいれ

るかといえば薦めづらい｣｢先日親族を看取って私にはできないと感じた｣

といったご意見を頂きました。 

  

 

 

・介護保険の改悪を許さない全国学習交流集会 

日時：2016 年 11 月 6 日（日） 12 時～15 時 

場所：ＢＩＺ新宿 1 階多目的ホール 

集会後には新宿東口街宣アクションを 16時から行います。現場の実態を外に向けてアピールしましょ

う。翌日には 9時半から国会行動も行います。 

 

 

 

・｢守ろう！介護保険制度・市民の会/秋の大集会｣ 

日時：2016 年 11 月 11 日（金）15 時～18 時 30 分 

場所：衆議院第１議員会館・大会議室 

11月 11日は、｢いい介護の日｣です。みんなで集会に参加して、政府が検討している介護保険の改悪にＳＴＯ

Ｐ！！を求めましょう。 
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